
情 報 提 供 窓 口
　当組合の健全な発展に資するため、農協法
（第35条の5）及び農協法施行規則（第81条）
に基づき、理事の職務の適正な遂行を阻害する
行為に関する情報（組合経営に関する事象に限
る）の提供を求めています。
　当組合の理事の組合経営に関する気になる行
為について、見たり聞いたりした事柄がござい
ましたら、下記宛にご連絡くださいますようお
願いいたします。

あきた白神農業協同組合　監事会
記

【理事の職務遂行に係る情報窓口】
・住所　〒016−0816　能代市富町２番３号
・電話番号　Tel　0185−52−5933（直通）
・部署名　監査室
・受付監事
　常勤監事　桂田和弘宛（又は他の監事宛）

※当組合の業務に関する一般的な苦情・相談に
ついては、別途、専用窓口を設置しております
ので、次の窓口をご利用ください。
【一般苦情相談窓口】
・住所　〒016−0816　能代市富町２番３号
・電話番号
　　フリーダイヤル　0120−918−371

ＪＡ広報しらかみ
白神山地を背に営む農業と生活の応援団
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2013 年４月から、新たに介護共済の取扱いを開始します !!
幅広い要介護状態に備えられる充実保障です。
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長生きの時代を安心して暮らしていける、一生涯の介護保障です。介護の不安が増す高齢
期にもしっかり対応。所定の要介護状態になったとき、「介護共済金」をお受取りになれます。

ＪＡ共済の「介護共済」は、公的介護保険制度に連動したわかりやすい保障です。「要介護２
～５」に認定された場合を対象とし、幅広い要介護状態を保障します。また、ＪＡ共済所定の
「重度要介護状態」になった場合も保証しますので、公的介護保険の認定を受けられない方
も、保障の対象となる場合があります。

「介護共済金」はまとまった一時金としてお受取りいただけるので、最も多くの資金が必要と
なる初期費用はもちろん、毎月の介護費用、収入減少分などに役立てられます。
また、「共済金年金支払特約」の付加により、年金方式でお受取りいただくことも可能です。
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さまざまに役立てられる一時金でのお受取り。

公的介護保険制度に連動して、幅広い要介護状態に対応。

一生涯の介護保障で、不安の高まる高齢期も安心。

介護共済の詳しい内容については、本店・各支店までご連絡下さい。

「ミス・フレッシュ秋田」募集！


